
オランダの臓器提供法に関する最近の展開（タッタ／デュイースト）　131

講　演

オランダの臓器提供法に関する最近の展開

　　　　　ぺ一ター・」・P・タック

ウィルマ・L・」・M・デュイースト

　　　　　　　　甲斐克則訳

1　序
II脳死プロトコール

皿　臓器提供法

IV登録
V　応答しない人がなぜそのように多いのかP

VI西ヨーロッパにおける様々なドナー・リタルート・システム

VII臓器提供の割合を増やすプログラム

V皿1潜在的ドナーの利用を最大活用する手段

IX結語

1  序

　本稿で，われわれは，2つの主なトピックを扱う。それは，2006年のオラン

ダ脳死プロトコール（the2006Dutch　BrainDeathProtocol）とオランダ臓器

提供者リタルート・システム（theDutchOrganDonor　Recruitment　System）

である。

　1998年，臓器提供法（the　Organ　Donation　Act＝ODA）は，新たな臓器提

供者登録制度を発効させた。新たな登録制度の主な目的は，潜在的ドナー数を

増加させ，臓器提供に関する決定および手続を容易にすることであった。

　臓器提供法が採択されて以来，同法の効果を評価するために2つの大きな評

価が行われた。すなわち，臓器提供者数は，同法採択後に上昇したか，そし

て，臓器提供に関する手続は，提供のための現実の臓器摘出数に影響を及ぼし
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たか，という評価である。さらに，臓器提供法の採択以来，脳死を判定する諸

技術が改善され，1996年に採択された脳死プロトコールが改定される必要が生

じた。

II脳死プロトコール

　心臓，腎臓，もしくは肝臓のような臓器は，ドナーの心臓が動いている場合

にしか提供することができない。これらの臓器のための提供者手続は，ドナー

が脳死である場合にのみ，すなわち，脳の機能がない場合（「全脳死（whole

brain　death）」の場合）にのみ開始される。主たる間題は，脳死者が生きてい

るように見えるということである。なぜなら，心臓はまだ拍動しており，身体

が人工的に呼吸させられているという事実によって呼吸があるからである。ド

ナー手続におけるすべての当事者にとって，脳死の判定のための厳格な基準が

存在することは，きわめて重要である。オランダでは，これらの基準は，臓器

提供法第15条が参照を指示する1986年脳死プロトコールに規定されてきた。こ

のプロトコールによれば，患者は以下の3つの必要条件が充足される場合に脳

死である，と結論づけることができる。

　1．重大な事故のように，致命的な脳損傷があった。その他，低体温，低血

　　圧，代謝障害（metabolic　disturbance）のように，反射能力がな）・た

　　めに意識がないという原因は，除外されなければならない。

　2．臨床神経学的検査が開始されなければならなかった。意識喪失，脳幹反

　　射の消失，および人工呼吸への依存という状況が存在しなければならな

　　かった。

　3．電気活動がなかったかどうかを判定するために脳電図（electroence－

　　phalogram＝EEG）が撮られなければならなかった。さらに，無呼吸

　　テストの結果が陽性でなければならず，そのことは，自発呼吸がなかっ

　　たことを意味する。脳電図および無呼吸が実施できない場合は，脳血流

　　が存在しないことを判定するために，大脳血管造影が行われなければな

　　らない。

患者が脳死であるということが最終結果である場合，ドナー手続が開始され

る。

　しかしながら，臨床実務では，患者が神経抑制剤を使用する場合，脳死プロ

トコールは適用できない。なぜなら，神経抑制剤は，脳の活動を抑制するから
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である。最近数年の医学研究は，トランス頭蓋ドプラー超音波診断法（Trans－

cranial　Doppler　Ultrasonology（TCD））とコンピューター断層X線写真血

管造影法（ComputerTomographyAngiography（CTA））により，脳血流を

精密に検査する新たな，安全な方法を開発した（・）。これらの方法は，患者が神

経抑制剤を服用する場合にも用いられる。

　TCDは，脳血流が存在しないかどうかを検査する非侵襲的方法である。頭

蓋骨は，膨張によって高圧となる「閉じられたボッタス（closed　box）」であ

り，その高圧により，順次，脳動脈および脳静脈において高い抵抗が生じるこ

とになる。膨張が激しくなり，静脈および動脈の血圧があまりに高くなると，

脳血流は停止するであろう。TCDを使用することにより，高い抵抗が静脈に

輪郭を浮かび上がらせ，それゆえに脳活動が存在しないと結論づけるのは，容

易である。CTAでは，ヨウ素対照（iodine　contrast）が静脈に注射され，そ

の後に脳血流をチェッタすることができる。もし血流がなければ，患者は脳死

である。

　2006年，オランダ厚生審議会（the　Health　Council）は，新たな脳死プロト

コールを公表した。患者が脳死であると結論づける前に，先に言及した前提条

件の2つ（致命的な脳損傷と臨床神経学的検査）は，新たなプロトコールにお

いても維持されている。第3の前提条件として，厚生審議会は，TCDと

CTAの組合せが注意深い脳死診断にとって最大限有効なものとなり，かつ保

証となる，と助言した（2）。これら2つの方法の組合せは，患者が神経抑制剤で

治療を受けている場合にも用いられる。

皿　臓器提供法

本稿の第2部において，われわれは，ヨーロッパの諸システムと比較してオ

（1）M．Hadani　et　aL，Application　of　transcranial　doppler　ultrasonography

　for　the（1iagnosis　of　brain　death，乃z云6多zsJ∂66‘z名6ノ匠61999，25（8），P．822－8281

　Y．Zurynski　et　aL，Transcranial　doppler　ultrasound　in　brain　death：experi－

　ence　in140patients，Neurol　res1991，13（4），p．248－2521B，Dupas　et　aL，

　Diagnosis　of　brain（1eath　using　two－phase　spiral　CT，。4〃∫N6郷o解漉oJ

　1998，19　（4），p．641－647．

（2）　Health　Council　of　the　Netherlan（1s，β㎎勿z　Z）6召渉h　P名o孟oooJ，no．2006／04，

　The　Hague2006．
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ランダの臓器リクルート・システムについて論じ，そして，死後に自己の臓器

を提供しようとする人の数を増加させるための不断の努力について論じること

にする。これらの問題を論じる前に，簡潔に，臓器提供法（ODA）および臓

器提供登録（the　organ　donation　registration）についての情報提供をしてお

一フ（3）。

　臓器提供法（ODA）第34条に従って，保健福祉スポーツ大臣は，1998年に，

地方自治データ登録（theMunicipalData　Register）で登録された18歳以上の

すべての居住者がドナー登録の書式を受け取るよう手はずを整えた。ドナー登

録の書式は，4つの選択肢を与え，そのうちの1つが選択されることになる。

4つの選択肢とは，以下のとおりである。

すべての臓器および組織もしくは一定数の臓器および組織のための死後

のドナーとしての登録。

提供したくない旨の登録。

最近親者に自己の死後の臓器を提供すべきか否かについての決定を委ね

る登録。

特定の人に臓器提供の決定を委ねる登録。

IV　登　録

　この措置は，500万人以上の登録の書式にすでに記名がなされたことから，

大きな効果があった。

　1998年以後，毎年，前年に18歳になったすべての人々がドナー登録の書式を

受け取っている。

　2000年12月の，臓器提供法の最初の評価（、）の時点では，居住者の38％が全

国ドナー登録簿（the　National　Donor　Register）に登録され，そのうちの54

％が臓器もしくは組織を死後に提供する意思がある旨を登録した。登録した居

住者の34％は，死後に臓器もしくはヒト組織を提供することを拒否する旨を指

（3）　See　Peter　Tak／Kuniya　Yamashita，Oranda　zokiteikyoho　no　seiritsu，

　物盟h㎎盈h厩詔εshづ，9no．2（1996），p．115舐〔ぺ一ター・タック二山下邦也

　「オランダ臓器提供法の成立」奈良法学雑誌9巻2号（1996）115頁以下参照〕。

（4）M．Rosendal　et　a1．，肋召伽≠加げ孟h6z40渉o％0㎎伽Z）o銘痂o％，Den　Haag：

　ZonMW2001．
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示し，また，登録した居住者の12％が最近親者または特定の人に臓器提供の決

定を委ねている。以上のことは，オランダの人口の多数（60％以上）が自己の

臓器についての選択を登録するようにというオランダ政府の提唱にまだ反応し

ていないことを意味する。2002年には，2001年に18歳を迎えた約180，000人の

若い成人がドナー書式を受け取った。彼らのうち65，000人が臓器提供に関する

決定を登録した。50％以上が自己の臓器を提供する意思がある旨を登録した．

　2005年には，200，000人の若い成人がドナーの書式を受け取った。80，000人

以上が自分で決定する旨を登録し，44，000人の若い成人が自己の臓器を提供し

たい旨を登録した。

V　応答しない人がなぜそのように多いのかP

　ドナー登録にアプローチした青年の大多数は，なぜ自己の登録書式に応答し

ないのだろうか。調査が示すところによれば，これらの青年の多くは，心理社

会的障害（psychosocial　barr三ers）のゆえに登録書式に応答しないとのことで

ある（5）。社会的影響がよりポジティヴであればあるほど，ネガティヴな結果が

少なければ少ないほど，信仰，宗教，および臓器提供の不安のレベルの低さ

が，完成した登録書式および臓器提供としての登録に応答することの重要な予

測変数となるのである。

　調査は，教育プログラムを通じて青年が，提供意思がある旨を登録するよう

促進されうる，と提言している。最近，様々な教育プログラムが開発され，そ

して評価されている。3つの構成部分から成る，15歳から18歳の学生のため

の，学校をべ一スにした臓器提供および登録に関するプログラムがある。ある

ビデオでは，臓器提供および登録に関するポジティヴな結果とネガティヴな結

果の期待が議論された。このビデオの目的は，学生間でのクラス討論を促進す

ることにある。

　第2の構成要素は，臓器提供および登録に関する注文仕立ての情報を提供す

るインタラクティブなコンピュータ・プログラムである。そして，第3の構成

要素は，ドナー登録書式をいかにして充足するかに関する登録トレーニング・

（5）　See　e．g．A．Ruebsaet　et　al．，Determinants　of　the　intention　of　Dutch

　adoIescents　to　register　as　organ　donors，So6勿l　S6」6％664％4掘64」6♂刀ε2001

　（53），p．383－3921A．Ruebsaet　et　a1．，Predictors　of　organ　donation　registra－

　t至on　among　Dutch　adolescents，71名朋吻伽鰯Joη72（1）2001，p。51－56．
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セッションである（6）。

そのプログラムを体験した学生たちは，以下のようであった。

18歳の年齢で臓器提供の選択をますます登録するようになった。

死後にますます臓器提供者になろうとした．

臓器提供に関するネガティヴな結果の期待をほとんど経験しなかった。

社会的な結果の期待をますます認識するようになった。

臓器提供登録の問題についての知識をますます報告するようになった。

一　臓器提供登録に関して自己効能をますます経験するようになった（，）．

　その他の調査は，次のことを示した。すなわち，移植された臓器を身に着け

た患者により提供された教育的情報は，登録書式に対応しようとする学生の意

図を増幅させたが，潜在的臓器提供者として登録しようとする学生の実質的な

パーセンテージがそれによってより高くなったわけではない，と。後者は，患

者の意見が臓器提供についての学生の決定に関して重要なインパタトを有する

という事実によって説明されるかもしれない。学生の両親は，学生の死後に意

思決定に関係する人物になるであろうということを実現するので，学生にとっ

ては重要な身元保証人となるように思われる（8）。

VI西ヨーロッパにおける様々なドナー・リタルート・システム

西ヨーロッパにおけるにおける10の主要国においては，2つの基本的なドナ

（6）登録トレーニングそれ自体は，登録意思のある者を増加させたが，死後に潜

　在的な臓器提供者として登録する意思のある者は，それほど高い数値ではな

　い。See　A．Ruebsaet　et　al．，The　effects　of　practising　registration　of　organ

　donation　preference　on　self－efficacy　and　registration　intention：an　enactive

　mastery　experience，魚夕6holo盟翻4飽召1孟h，voL18（5），2003，p．585－594．

（7）　See　A．Reubsaet　et　aL，Process　evaluation　of　a　school　based　e（iucation

　program　about　organ（ionation　and　registration，and　the　intention　for

　continuance，π6α1醜E4％o認64R6s6伽6h，VoL19，no．6，2004，p，720－729．

（8）M．Smitset　aL，IncreasingDutchadolescents’willingnessto　registertheir

　organ　donation　preference：the　effectiveness　of　an　education　programme

　delivered　by　kidney　transplantation　patients，Ez‘名ρρ6‘z錫ノひ％”zα1（ゾPz661’6

　飽α1云h，VoL16（2005），no．1，p．106－110。
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一・リタルート・システムがある。推定的同意システム（presumed　consent

system）と明示的同意システム（explicit　consent　system）である。

　臓器摘出のための推定的同意システムにおいては，死者が生存中に異議を唱

えず，それゆえに同意が推定されるということで十分である。推定的同意シス

テムは，オプティング・アウト・システム（opting－out　system）としても知

られている。

　明示的同意システムにおいては，ドナー自身は，事前指示（advance　direc－

tive）もしくはドナー遺言補足書（codicil）の形式で，または国家的登録への

同意を記録する形式を膨らませる形式で死後に臓器摘出を認めなければならな

い。明示的同意システムは，オプティング・イン・システム（opting－in　sys－

tem）としても知られている。

　2つの基本的システムは，厳格な形式と厳格でない形式で適用されうる．明

示的同意システムは，臓器摘出のためにドナーによる単なる以前の同意が考慮

されているにすぎず，最近親者の意見が考慮されていないとき，厳格な形式で

適用される。厳格な形式での明示的同意システムはほとんど存在せず，稀な例

外の1つは，「臓器の移植に関する法律」（1997年6月，法律第104号）の採用

を優先した日本であった（g）。

　厳格でない形式の同意システムが意味するところは，生存中にドナーが死後

に臓器を摘出することに同意することができる，というものである。もしドナ

ーによって同意が与えられなかったならば，最近親者がドナーに代わってドナ

ーの死後同意を与えることができる。

　厳格な推定的同意システムが意味するところは，ドナーが異議を唱えなかっ

た場合，ドナーはその死後に臓器の摘出に同意していたと推定され，最近親者

は同意しないか摘出に異議を唱えることができる，というものである。

　厳格でない推定的同意システムにおいては，人は誰でも潜在的ドナーにな

る。潜在的ドナーが摘出に異議を唱える登録をしていなければ，最近親者が摘

（9）　A。Bagheri，C伽渉h6力卿％o怨朋枷盟幼Z観孟癖o刀盈〃ン加o郷o渉召o忽朋

　餌oo郷6郷6窺〃o吻渉h召6解初46躍P，www2．unescobkk．org／eubios／ABC4／

　abc4122．htm　and　A．Bagheri，Criticism　of‘Brain　Death’Policy　in　Japan，

　K6％6み1％s読琳6げE孟hJosノδ％7％認，voL13（4）2003，p．359－372；H．Kawagu－

　chi，SJ名ψ66h渉〃6h6Pzo6」6〃z6467　0怨召％」観n5ρ」αn如％‘♂o多z　J％ノψσ7z，B6」！漉g6

　％％4ノ以‘％6παJJ6多z‘zz6s46”zノ囲1メ諺●7‘z％s♂グ錫4乞s6h6s％％4わz哲67η‘z〃o％‘zl6s　Sオ名ψ6－

　6hオ，Freiburg　i。Br．，Edition　iuscrim，Bd．85，Freiburg　i．Br．2000．
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出に異議を唱えるかどうかが尋ねられる。

　西ヨーロッパの10の主要国（スウェーデン，連合王国，ドイツ，オランダ，

ベルギrフランス，オーストリア，スイス，イタリアおよびスペイン）で

は，厳格な明示的同意システムを採用している国はない（ゆ。

　厳格でない同意システムを採用している国は4つであり（ドイツ，スイス，

オランダ，連合王国（・1）），厳格な推定的同意システムを採用している国はただ

1つである（オーストリア）。多数の国は，厳格でない推定的同意システムを

採用している（ベルギー，フランス，イタリア，スペイン，スウェーデン）。

　オランダの臓器提供法は，臓器提供数を実質的には増加させなかった。ここ

数年，死後に提供をする意思がある旨を登録した人々の数が多いにもかかわら

ず，提供臓器を待つ患者の待機リストは，多かれ少なかれ約1，400人程度で安

定している。移植のための人の臓器一特に肝臓　　は，常時不足している。

このため，この問題を軽減すべく，諸々の提言が次々と出されている。その提

言の1つは，オランダ臓器提供法に規定されたドナー・リクルート・システム

を，明示的同意システムから推定的同意システムヘと変更することであった。

なぜなら，臓器提供率が高いほど，さもなくば臓器移植を待ちつつ死んでゆく

であろう人々の生命を救えるからであり，さらに，財源も救えるかもしれない

からである。例えば，腎臓移植を待つ患者の多数は，きわめて高額な透析療法

を必要とするが，透析療法は，ヘルスケア経費にとっても，また患者自身の厳

しい負担にとっても，良くないものである。

　文献においては（12），推定的同意もしくはオプティング・アウト・システム

は，提供率を高める保証になる，ということがときおり提言されている。アバ

ディー（Abadie）とゲイ（Gay）は，10年以上にわたり，主にヨーロッパの

22力国で，臓器提供率について，推定的同意立法のインパクトを調査し
た（13）。

（10）　Cf．R．D．Friele　et　aL，丁御6646E昭h薦ガa晩！ρρo㎎αα％40η召飽，Den　Haag

　2004，p．25－51，with　further　references　per　country・9

（11）2004年の人体組織法（the　Human　Tissue　Act2004）以後である。

（12）　See　a玉so　the　website　of　the　USA　Presumed　Consent　Foundat三〇n　Inc．，

　www．presumedconsent．org．

（13）　A。Abadie，S．Gay，丁晦8動z勿6渉げP泥s％形6‘！Co銘s6窺L昭ゑsl薦oηo％

　Gα磁∂副00㎎襯Po％癬oη’∠4C名oss　Co観妙S劾み，June2004，www．ssm

　com／abstract＝562841．
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図1　居住：者100万人あたりの2002年の臓器提供率
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　そして実際，推定的同意立法を有する相当数の国で，臓器提供率は，概し

て，図1が示すように，明示的同意立法を有する多くの国におけるよりもかな

り高いのである。

　非常にしばしば引き合いに出されるのは，スペイン，ベルギーおよびオース

トリアといった国々である。スペインでは，臓器提供率が，10年間で約150％

増加した（・4）。ベルギーでも，提供率は，1986年に推定的同意立法を可決した

後に劇的に上昇した。同じことは，オーストリアにも当てはまる。オーストリ

アでは，推定的同意立法は，1982年に発効し，1990年までに，提供率は，腎臓

を待つ患者数が腎臓移植の実際の数とほとんど同じくらいのポイントまで上昇

した（15〉。

　推定的同意システムを採用する諸国における提供率が高いにもかかわらず，

そのシステムがそれらの高率の唯一の要因であるという明白な証拠はない。こ

の言説を例証するために，スウェーデンと連合王国における提供率を比較する

ことができよう。スウェーデンは，推定的同意システムを採用しているが，連

合王国は，それを採用していない。しかし，スウェーデンの提供率の方が，連

合王国のそれよりも低いのである。

（14）R。Mantanez，B．Miranda，Expanding　the　organ　donor　pool：the　Spanish

　mode1，Kづ4彫y1窺6吻碑o錫α12000，59：1594．

（15）M．Guant　et　al．，The　impact　ofpresumedconsent　law　and　a　decentralized

　organ　procurement　system　on　organ　donation：quadruplication　in　the

　number　of　organ　donors，丁観％釧碗ゑ協o％ρzo6664歪％8s1991，23（5），p．2685－

　2686．



140　比較法学41巻1号

　さらに，厳格な推定的同意システムを採用する国はソフトな推定的同意シス

テムを採用する国よりも提供率が高いであろうと期待する人がいるかもしれな

い。しかしながら，これは，そうとはいえない。スペイン　　ソフトな推定的

同意［システム］を採用している国一では，提供率は，オーストリア　　厳

格な推定的同意［システム］を採用している国　　よりもかなり高いのであ

る。

　臓器リタルート・システムはさて措くとしても，提供率に影響を及ぼし，か

つ提供率における差異を説明することができるであろう他の要因が存在する。

身体の処分もしくは集中的ケアベッドのより強度の供給に対する文化的に異な

る態度，または予防的な提供プログラムの存在だとか路上死の数といったよう

な要因について考えることができるであろう。例えば，オランダでは，道路交

通法上，自動車を運転するときに安全ベルトを着用する義務，もしくはモータ

ーバイクを運転するときにヘルメットを着用する義務を履行することは，道路

交通事故死の数，そしてそれゆえに提供のための臓器の利用可能性に関してイ

ンパクトを有してきた。スペインは，オランダよりも道路交通事故死が著しく

高く，それゆえオランダでは，たとえスペインのリクルート・システムがオラ

ンダで用いられたとしても，スペインと同じように臓器提供が同じレベルに達

することは決してないであろう。

　確認されるかぎりで最も重要な単純な要因は，潜在的臓器提供者の親族が常

にアプローチされること，そしてスペインで起きているように，その目的のた

めに特別にトレーニングを受けた者によってアプローチされることを保障する

ことである。

　オプティング・アウト・システムが臓器提供率にポジティヴなインパクトを

有するか否かという議論を背景として，最近，1998年オランダ臓器提供法にお

いて規定された明示的同意システムが変更されるべきか否かに関する問題を研

究する調査が，オランダで行われてきた。

　この調査の時点（2003年12月）で，オランダの国家ドナー登録は，18歳以上

の人口の39％に匹敵する約5，000，000人の登録があった。制限のない死後の臓

器摘出のための同意は，2，200，000人の人々（45．5％）によって与えられてお

り，400，000人の人々は，限定された臓器摘出のために同意を与えており，

1，700，000人は，同意を与えることを拒否しており（34．2％），500，000人は，

死後の［臓器］摘出について最近親者が決定すべきであるという登録をしてお

り（10．4％），そして80，000人は，［臓器］摘出に同意すべきか否かの決定を特
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図2　死後の臓器摘出の増加　1998－2005
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定の人に委ねるよう指示した臓器提供法が発効して以来，死後の臓器摘出数

は，わずかに増加したにすぎない。

　このような増加にもかかわらず，臓蕃提供者は，いまなお著しく不足してい

る。その結果，移植手術のための待機リストがあり，そして，新たな臓器のた

めの平均的待機時間は増加している。腎臓移植については，現在の待機時間

は，4年を超える。

　オランダにおける明示的同意システムが改正されるべきか否かという問題に

答えるために，オランダの病院における臓器回復の実務の分析と同様に，臓器

提供に関するオランダの国民の態度の意識調査が行われてきた（、6）。臓器提供

に関する国民の態度意識調査は，以下のことを示している。

インタビューを受けた人のきわめて高いパーセンテージ（96％）が，臓

器提供に関するポジティヴな意見を有するが，インタビューを受けた人

の半分以下（48．2％）しか実際に登録していない。

登録しないという主な理由は，彼らがどのような決定をすべきか自信を

もてないというものであるが，未登録の国民の29％は，もし再び登録書

式を受け取れば，喜んで提供するであろう，という。

最近親者の信じる根拠のある選択についての知識は，登録したか否かに

関係なく，きわめて重要である。すなわち，この知識は，決定的時点で

死者の選択に従って人が決定を行いうるという理由から，重要なのであ

（16）　R．D．Friele　et　aL，T”66466槻1襯舵恥渉（ψ460堰召側40π召地，Den　Haag：

　ZonMW204，172pp．
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る。

インタビューを受けた人の圧倒的多数は，死者が登録していなかった場

合には，法律が明示的同意システムを採用しているか推定的同意システ

ムを採用しているかに関係なく，最近親者が相談を受けなければならな

い，という見解を支持している。臓器提供の場合に最近親者が相談を受

けないシステムを支持する者はいない。

　オランダの臓器リクルート・システムを変更しても，臓器提供は増加しない

であろうし，そのような変更により臓器提供が減少する危険すらある。さら

に，臓器リクルート・システムの変更は，きわめて費用がかかり，多くの経過

問題を引き起こすかもしれない（、7）。

VII臓器提供の割合を増やすプログラム

　最近，臓器リタルート・システムを変更しないで，臓器提供率を増加させる

プログラムを開発するという決定が政府によって行われたが（、8），その結果，

2008年には，250人以上の死後ドナーの臓器が利用可能になるであろう。過去

2年間，多くのことがこの目的のために行われてきた（、g）。

2005年に臓器提供に関する国の情報キャンペーンが行われたことがあ

る。このキャンペーンの結果，2005年の上半期に，約450，000人もの

人々が国のドナー登録に登録した。前年までには，年次登録者数は，約

100，000人であった。すべての新しい登録者の63％以上の人々が，ドナ

ーとして役立つ意思がある旨の登録に関心を示した。

2006年1月以来，新しいパスポートまたはIDカード　パスポートは

5年毎に更新しなければならない　　を受け取った人は誰でも，まだ登

録していない人々に登録を考える新たな機会を提供するためのドナー登

（17）ZonNW，S660％4伽1π伽n　O即％Z）o剛加A6オ，The　Hague2004，p．135

　ff（ZonNW，Tweede　evaluatie　Wet　op　de　Orgaandonatie，Den　Haag2004，

　p．135e．v．）．

（18）　Letter　of　June18，2004，Hansard2003－2004，28140，no．16。

（19）See　letter　of　the　Minister　or　Health，Welfare　and　Sports，no．DBO－CU－

　U2669614d．d．
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　録書式もまた受け取る。

一　一定の宗教団体のための臓器提供は，まったく別の問題である。イスラ

　ーム教徒やきわめて保守的なキリスト教徒のような一定の団体の宗教

　は，臓器を提供する旨の意思が議論されるとき，重要な役割を演じる。

　2006年初頭，このトピッタに関する会議が行われ，最終的な結論の1つ

　は，イスラーム教の信念は臓器提供のための障害にならない，というも

　のであった。

一　ドナー・リクルート書式は，改訂されるであろう。4つの選択肢を提供

　する現在の書式は，複雑なように思われるし，また，ポジティヴな登録

　がもっともっと選択されるよう敷居が低くされるべきである。

一　電子ドナー登録が開発されるであろう。

VI皿潜在的ドナーの利用を最大活用する手段

　効果的で首尾よくいく臓器提供のためには，効率的な臓器リタルート・シス

テムと潜在的ドナーの最大利用の両方が，きわめて重要である。

　明らかに，若い成人は，臓器提供に対してかなりポジティヴな態度である。

自己の臓器を提供する意思を登録した人々が多数いるにもかかわらず（約

3，000，000人），いまなお臓器提供に対する待機リストがある。現在（2006年11

月），1，400人以上の人々が，提供される臓器を獲得すべく待機している。大多

数は，新しい腎臓（1，033），肝臓（157），もしくは肺（127）を待ってい

る（2。）。2006年の臓器移植数は，446件であった（腎臓272件，肝臓67件，肺45

件，心臓34件）。

　死後に臓器提供者として役立つ機会は，きわめて小さい。年間の臓器提供者

数は，約220人である。臓器提供者として役立つ機会は，病院で死ぬ人々や健

康な人々のみが臓器提供者として役立つことができるにすぎないがゆえに小さ

いのである。

　そのような背景から，オランダの臓器移植法は，最近，改正された。いま

や，最近親者と臓器提供について議論する前にドナー登録を相談する義務があ

る。

　ドナーが臓器を提供する意思を登録した場合，最近親者は，この意思が実現

（20）　www．transplantatiestichting．nL
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される方法について情報提供を受ける。出発点は，死者の意思が概して決然と

している，ということである。実際に，［臓器提供］意思の登録がなされた92

％のケースで，臓器の摘出が行われているのである。臓器提供の登録が行われ

る場合，死者の信じる根拠のある意思に従って決定がなされるということが，

制定法の規定として提案されている。

　さらに，臓器提供組織の改善が行われるであろう。調査によると，限定され

た数の病院において，多数の信じる根拠のあるドナーが交通事故か脳卒中

（CVA）により死亡していることが明らかになっている。それらの病院のうち

のあるところでは，実際の臓器摘出数が他の病院よりも高い。ある病院では他

の病院における場合よりも多くの臓器提供手続が始められる理由は，こうであ

る。すなわち，ある病院では，［臓器］提供手続が明確ではなく，コミュニケ

ーションがうまくいっていないのである。それゆえ，最善の実践戦略が開発さ

れるべきである。

　ある医師は，臓器移植に対して他の医師よりもはるかに高次の肯定的反応を

得ている。最近親者に対して臓器提供を伴う同意の要請をすることは，こうし

た困難な要請にいかに対処すべきかを知っている経験豊富な医師によって持ち

出されるとき，よりうまくいく。非常に重要なことは，潜在的臓器提供者を見

逃さずに，迅速に臓器提供手続を開始することである。多くの病院では，いわ

ゆるドナー職（donor　functionary）が臓器提供手続を積極的にサポートして

いる。彼らの仕事の1つは，誰か死亡した者がドナー登録にすでに登録してい

るかどうか，そして臓器提供手続を準備しているかどうかをチェックすること

である。医師が臓器提供可能性について最近親者と議論する方法は，最近親者

の決定結果にとって重要である。ドナー職は，この議論の間に医師を支援して

もよいのである。

　概して，もしドナーの年齢も健康も医学的適応性があれば，病院で死亡した

人だけが臓器提供者として適する。臓器提供手続全体における非常に重要なス

テップは，臓器提供者として役立つのに適するかもしれない人を認知すること

である。

　誰かある人が潜在的臓器提供者として認知されるやいなや，踏むべき第2ス

テップは，潜在的ドナーがすでに登録しているかどうか，そしていかなるオプ

ションが登録されているかを知るためにドナー登録簿を調べることである。こ

の情報は，最近親者とのコンサルテーション（consultation）のうえで重要で

ある。その人が提供意思がないものとして登録していた場合，最近親者とのコ
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ンサルテーションは適切でない。ドナーとしての登録もしくはその決定を最近

親者または特定の人に委ねる旨の登録があれば，これらの人々とのコンサルテ

ーションは非常に適切なものとなる。

　コンサルテーションの主な目的は，最近親者または指定された人に臓器摘出

のための同意を求めることである。このコンサルテーションは，概して，非常

に悪条件の下で，しかも悲嘆にくれた最近親者との間で行われる。ときどき，

医師は，そのような非常にセンシティヴな要請を最近親者に敢えてしないこと

があるが，しかし，このことは，潜在的ドナーが見過ごされるという結果をも

たらすかもしれない。

　最近親者とのコンサルテーションは，臓器提供手続における非常に決定的な

ステップである。もし最近親者が［臓器］摘出を拒否すれば，臓器提供はない

であろう。最近親者による拒否は，臓器不足の主な理由であると考えられる。

最近親者は，なぜ［臓器］摘出を拒否するのであろうか。概して，最近親者

は，死者自身が行ったであろう決定がどのようなものであるかを知らないがゆ

えに摘出を拒否するのである。さらに，医師が最近親者にアプローチする方法

は，［臓器］摘出の要請が行われる時期と同様に，その決定において1つの役

割を演じる。最も良い方法は，その人が死亡したことを家族に最初に知らせる

ことであり，その後の段階で臓器提供の可能性について議論することであ

る（2・）。このことは，最近親者の臓器提供の決定にポジティヴな効果をもたら

すかもしれない。

　最近親者が臓器摘出に同意すれば，臓器摘出手続を開始することができる。

調査によれば，次のことが明らかになった。

認知された潜在的臓器提供者のケースの25％で，臓器提供登録がコンサ

ルテーションを受けていなかった。このことが，潜在的ドナーが現実の

ドナーにならない主な理由となっている。

ドナーの［臓器］提供の決定に関する最近親者の影響は，決定的であ

る。もし臓器提供の決定が何ら登録されていなければ，概して，最近親

者は，［臓器］摘出を拒否する。

「臓器］提供意思の登録は，その人が潜在的ドナーとして認知されるや

（21）ZonNW，S600％4伽1鰯加0禦％Z）o鰯加、46オ，The　Hague2004，p．103

　（ZonNW，Tweede　evaluatie　Wet　op　de　Orgaandonatie，Den　Haag2004，p．

　103e。V．）．
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いなや，現実の［臓器］提供の担保となる。

IX結語
　最近10年間，臓器提供にさらなる反響をもたらす大きな衝撃が，臓器提供法

の2つの評価によって，また，脳死に関する研究の最近の進歩によって与えら

れた。

　臓器提供法の一般的目的は，臓器提供に関わる人々に確実性を提供するこ

と，臓器提供をもっと利用しやすくすること，利用可能な臓器を公平に分配す

ること，そして臓器売買を防止すること，であった。2001年の臓器提供法の初

めての評価（22）は，臓器提供数が伸びなかったがゆえに，これらの目的が部分

的にしか達成されていないことを明らかにした。初めての評価では，［ドナー］

リタルート・システムは，わずかしか議論されなかったが，結論として，選択

された［ドナー1リクルート・システムが最も効果的なものであるかどうかを

決定することは時期尚早である，ということになった。

　2004年の臓器提供法の2度目の評価（2，）は，［ドナー］リクルート・システム

の改正が臓器提供率からして効率的かどうかという問題を徹底的に扱った。

　［ドナー］リクルート・システムを改正し変更する代わりに，臓器提供率を

上げるプログラムが開発された。さらにもっと重要なのは，潜在的ドナーの利

用を最大活用する手段が講じられてきたことである。

　すでにみてきたように，家族は，臓器提供手続においてきわめて重要な役割

を演じる。［臓器］提供手続の開始に先立ち，家族は，たとえ死者による許可

が登録されていた場合でも，［臓器］提供の許可を求められる。家族の許可を

求めることは，制定法上の義務ではなく，臓器提供のための実践的ガイドラン

を含むモデル・プロトコールにおいてこの義務が規定されているのである。潜

在的ドナーの8％は，［臓器］提供の意思があるものとして登録されているに

もかかわらず，家族の異議があるがゆえにドナーにならないのである。このよ

うなタイプの異議を回避するために，家族は，死者の「精神」で決定するよう

（22）ZonNW，F鰯ωα1鰯加0怨伽Do吻加∠40渉，TheHague2001（ZonNW，
　Eerste　evaluatie　Wet　op　de　Orgaandonatie，Den　Haag2001）．

（23）ZonNW，Sθ60％4卿」鰯加0即鑑Oo吻加z40渉，The　Hague2004
　（ZonNW，Tweede　evaluatie　Wet　op　de　Orgaandonatie，Den　Haag2004）．
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教えられるべきである。臓器提供法の最近の改正後でさえ，家族は，死者の意

思をなお覆すことができるのである。

　これまでわれわれが議論してきたことからの結論は，適時に潜在的ドナーと

して認知すること，ドナー提供登録の適切なコンサルテーションをすること，

そしてドナーとして登録することが臓器不足を解消するうえで重要である，と

いうことである。

【訳者あとがき】

　ここに訳出したのは，オランダのナイメヘン大学（Radboud　University

Nijmegen）法学部のぺ一ター・タック（Peter　J．P．Tak）教授が，2007年1

月19日に早稲田大学で行った講演原稿「オランダの臓器提供法に関する最近の

展開」（原題は，RecentdevelopmentsonmattersrelatedtotheDutchOrgan

Donation　Act）である。このオリジナル原稿は，タック教授の同僚で刑法担

当の上級研究助手（senior　law　research　assistant）であり，また法医学者で

もあるウィルマ・デュイースト（Wilma　L．J。M．Duijst）氏がタッタ教授の原

稿に医学的知見を加味して，両者により作成されたものである。タック教授の

紹介は，すでに別途行っているので，それを参照していただきたい（ぺ一タ

ー・タック（甲斐克則訳）「オランダにおける緩和的鎮静と安楽死」ジュリス

ト1308号（2006）174頁以下）。今回の来日は，慶慮義塾大学の加藤久雄教授が

招聰されたものであるが，昨年（2006年）9月に企業犯罪の調査のため訳者が

ナイメヘン大学を訪れたとき，訪日の際に慶鷹義塾大学のほか，早稲田大学で

も医事（刑）法の講演を2つ行いたい旨の提案があり，デュイースト助手とも

内容について相談した。帰国後，加藤教授と日程調整をし，原稿も早々と12月

18日に送られてきた。

　早稲田大学での第1講演が本稿であり，早稲田大学比較法研究所主催，早稲

田大学生命医療・法と倫理研究所共催，日本生命倫理学会後援で行われた。第

2講演は，「オランダにおける重度障害胎児および新生児に関する生命終結の

決定」（原題は，End　of　Iife　decisions　on　severely　handicapped　foetuses　and

newboms　in　the　Netherlands）であり，早稲田大学生命医療・法と倫理研究

所主催，日本生命倫理学会後援で行われた。この講演原稿訳（甲斐克則訳）

は，すでにジュリスト1331号（2007）80頁以下に掲載されているので，併せて

参照していただきたい。いずれの講演も最近の日本での議論と関係の深い興味

深い内容であり，学内外の法学者以外に，藤井正雄会長をはじめとする日本生
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命倫理学会の会員，医学者，マスコミ関係者，学生等，40名余りの参加があっ

た。遠来の方も数名いた。質疑応答も盛り上がった。本稿からも看取されるよ

うに，第1講演では，臓器提供をめぐる問題について，とりわけ臓器提供数の

確保のために様々な工夫をしつつ正面から取り組んでいるオランダの模様が，

法学的側面，医学的側面および政策的側面を中心に具体的に述べられた（当初

の立法経緯の詳細については，ぺ一ター・タッタ＝山下邦也「オランダ臓器提

供法の成立」奈良法学雑誌9巻2号（1996）115頁以下参照）。法改正により臓

器提供数を増やすよりも，他の選択肢によりそれを補う方法がありうることを

示しているオランダの状況は，日本でも参考になる部分がある。2つの講演と

も甲斐が通訳をしたが，質疑応答では早稲田大学社会科学総合学術院専任講師

の横野恵氏に応援をしていただいた。ここに謝意を表したい。

　なお，本訳稿でも，読者の便宜を図るため，原文の小項目に訳者が番号適宜

付した。また，慶慮義塾同大学では，1月20日に「オランダの安楽死等審査法

採択から5年を迎えて」と「オランダにおける保安・改善処分の現状と課題」

という2つの講演が，また，国連アジア極東犯罪防止研修所（UNAFEI）で

は，1月26日に「オランダおよび西欧諸国における検察によるダイヴァージョ

ンの方法」という講演が行われた。訳者は，これらすべての講演会に出席した

が，いずれもタック教授の熟練した比較法的知見・博識が遺憾なく発揮されて

いたことを付記しておく。


